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■ 目標指標 

 

指標 基準値 
目標値 

（令和７年度） 

13 

横須賀市人権教育指導者所属校の割合 

横須賀市人権教育指導者養成研修講座を修了した教員が所

属する学校の割合（横須賀市人権教育指導者養成研修講座は

人権教育の実践指導を積極的に推進する教員の育成を図るた

めに実施している研修講座。2 年間受講して修了） 

*横須賀市教育研究所資料 

55.5％ 

（令和３年度） 
80.0％ 

14 

小中学校におけるいじめの解消率 

市立小中学校で認知したいじめが解消された割合（いじめ

の解消については、「いじめの防止等のための基本的な方針」

（平成 29 年３月 14 日文部科学省）により「いじめに係る行

為が止んでいる状態が、少なくとも３カ月を目安に継続して

いる」という定義が示されたため、例年８月に実施される神奈

川県調査の数値を実績とします。） 

*児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省） 

*児童・生徒の問題行動等調査（公立小・中学校版）（神奈川県） 

98.3% 

（令和２年度） 
100.0％ 

 

※ 基準値は、新型コロナウイルス感染症の影響等により調査が実施できなかった場合や実績が例年と著し

く異なる場合は、その影響がない年度の数値としています。 
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施策６ 人権教育・道徳教育の推進 

１ 現状と課題 

人間の生命はかけがえのないものであり、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福
を追求する権利を尊重することは大切なことです。人権を尊重するためには、年齢や性、
障害の有無や国籍等に捉われず、多様性を認め合うことを大切にしていかなければなり
ません。 

しかし、本市の教職員を対象とした性の多様性に関するアンケート調査等では、性の多
様性について誤った認識をしている教職員がいることが分かりました。性に限らず、多様
性を認め合う人権教育を推進していくためには、多様性に関する正しい知識と人権感覚
を身に付けていく必要があります。 

また、「特別の教科 道徳」を要として、学校の教育活動全体を通して行われる道徳教
育の充実を図る必要があります。 

児童生徒が人権や道徳に関する知識を身に付け、理解を深めるには、教職員自身が意
識・感覚・知識を磨いていくことや学校の組織的な取り組みが大切です。 

 

２ 事業 

 

 
  

事業 36 人権教育に関する指導力の向上（教育研究所） 

概 要 

 多様性を認め合う人権尊重の理念について教職員の理解を深めるため、関係機
関と連携した人権教育の研修等の充実を図ります。 
 ○ 学校人権教育担当者研修講座の開設 

○ 人権教育指導者養成講座の開設 

事業 37 道徳教育に関する指導力の向上（教育指導課） 

概 要 
道徳教育に関する教員の指導力を向上させるため、教職員が道徳教育の指導上

の諸問題を研究協議するとともに、道徳教育全般や道徳科における授業について
の研修等の充実を図ります。 
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施策７ いじめ・暴力行為への適切な対応 

１ 現状と課題 

本市における児童生徒のいじめの認知件数、暴力行為の発生件数は増加しています。こ
れは、各学校において初期段階のケースも含め、積極的にいじめや暴力行為の認知と対応
を行っていることによるものですが、学校教育においては、「いじめはどの学校でも、ど
のクラスにも、どの子にも起こりうる」という基本的な考えに立ち、加害も被害もどちら
も成長過程にある子どもであることを踏まえ、教員の日常的なきめ細かな指導を徹底す
るとともに、心理的・福祉的な側面から専門家も十分に活用しながら、未然防止と早期解
決に努める必要があります。また、いじめが解消していると判断した後も注意深く見守っ
ていくことが求められます。 

 
【いじめの認知件数】 

 
※ 平成 29 年３月「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定により、いじめの定義が明確となり積極

的な認知が求められるようになりました。このため平成 29 年度は本市でも認知件数が倍増しています。 

 

  【暴力行為の発生件数】 
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※ 令和元年度、暴力行為の発生件数は小学校で倍増しました。この増加はケガにつながらないものでも暴力
行為と捉え学校が適切に指導していることの表れと考えられます。 

出典：令和２年度横須賀市立小中学校における児童生徒の問題行動等の状況調査の結果について 
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２ 事業 

 

 

 

 

 
  

事業 38 スクールカウンセラーの配置（支援教育課） 

概 要 

いじめ・暴力行為・不登校等の課題解決を図るため、臨床心理の知識と経験を備
えた「スクールカウンセラー」を全学校に配置し、児童生徒、保護者、教職員に対
して心理に関する専門的見地からのカウンセリングやアセスメント（情報収集・見
立て）、コンサルテーション（専門家による指導・助言を含めた検討）等を行います。 

事業 39 スクールソーシャルワーカーの配置（支援教育課） 

概 要 

児童生徒を取り巻くさまざまな環境に働きかけ、問題行動や不登校の予防・早期
解決を図るため、社会福祉に関する専門的な知識や技術を持つ「スクールソーシャ
ルワーカー」を全学校に配置し、家庭や社会福祉関係機関との連携を強化しなが
ら、学校とともに課題解決や状況の改善を図っていきます。 

事業 40 ふれあい相談員・登校支援相談員の配置（支援教育課） 

概 要 

いじめや不登校等を予防、早期解決するため、小学校に「ふれあい相談員」を配
置し、児童との日常的かつ情緒的な関わりを通して、教職員と連携して個々のニー
ズや困難さを把握します。 

また、中学校には「登校支援相談員」を配置し、登校はできるものの、教室に入
ることのできない生徒に対し、相談室等で対応したり、不登校生徒宅に担任ととも
に家庭訪問をしたりしながら、校内の居場所づくりや人間関係を広げる手助けを
します。 

事業 41 学校スーパーバイザーの配置（支援教育課） 

概 要 

児童生徒への支援体制を充実させるため、「学校スーパーバイザー」を配置しま
す。ふれあい相談員、登校支援相談員、スクールカウンセラー、教育相談心理士等
への助言や指導を行うとともに、学校に対して、心理的な視点から支援のアドバイ
スや重篤な事件事故が起きた際の緊急支援を行います。 

事業 42 教育相談による支援（支援教育課） 

概 要 

学校生活における不安や悩みを抱える児童生徒が本来の力を発揮し、成長でき
るよう、児童生徒とその保護者のニーズに基づいた心理的・教育的援助を行います。 

教育相談では、心理学の視点に基づいて本人、家庭、学校の情報を統合した見立
てを行い、保護者、学校等、協働すべき関係者と連携して、必要に応じて継続的な
カウンセリングや心理教育を行うとともに、本人の支援の場として適切であると
判断した場合には、相談教室につなぎます。 
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～ 横須賀市いじめ等の対策に関する条例 ～ 

いじめは許されない行為であり、全ての学校において、いじめの未然防止や早期発見・早期
対応に努めています。 

体罰も許されない行為であり、学校では子どもの人権に関わる問題であることを認識し、信
頼関係を基盤とした適切な指導を心掛けて、体罰の根絶に取り組んでいます。 

また、学校においては、学校と子ども、保護者または地域住民等との間で生じた様々な問題
が多発し、これらを解決することに非常に苦慮しています。 

このような状況を受け、本市では、いじめ防止対策推進法の内容および「横須賀市支援教育
推進委員会」での議論を踏まえ、実効性のあるいじめ防止対策や体罰の根絶および学校問題の
解決を図る対策を進めることを目的に、「横須賀市いじめ等の対策に関する条例」を制定し、
横須賀の全ての子どもたちが、明るい笑顔で楽しく充実した学校生活が送れることを目指し
ています。（平成 26 年（2014 年）７月１日施行） 

 

 

～ 横須賀市自殺対策計画 ～ 

自殺対策基本法等を踏まえた市町村自殺対策計画として、自殺の要因となり得るさまざま
な分野の施策、組織および関係者と密接に連携し、包括的な取り組みを推進するために定めて
いる計画です。 

この計画では、教育の分野における関連施策として人権教育の推進、いじめや不登校の悩み
を抱える子どもや保護者を支えるための相談窓口の充実等を位置付け、児童生徒の命を守る
ための支援を行うこととしています。 

 
 


